平成１８年度

戦略研究

（がん対策のための戦略研究）
研究リーダー公募要項

平成１８年１１月２２日

Ⅰ．戦略研究の目的

厚生労働科学研究費補助金（第３次対がん総合戦略研究事業）の「戦略研究（がん対策のための戦略研究）」（以下「戦略研究」という。）は、あらかじめ研究課題、成果目標、研究期間及び研究方法を定めた上で当該研究を実施し、５年後の成果目標を着実に達成することにより、がん対策の一層の推進を図ることを目的とする。
Ⅱ．実施主体及び実施支援団体
戦略研究の実施主体は､厚生労働省健康局総務課がん対策推進室（以下「がん対策推進室」という｡）とし、運営を円滑に行うための実施支援団体は、財団法人日本対がん協会（以下「協会」という｡）とする｡

Ⅲ．成果目標等

研究課題、成果目標、研究期間、研究方法は以下のとおりとする。

（１）研究課題

　　　　別表のとおり。

（２）成果目標

別表のとおり。
（３）研究期間



平成１８年度より平成２２年度まで（５年間）

（４）研究方法


別表のとおり。

なお、成果目標及び研究方法については、原則として変更は認めないこととする。申請に当たって、諸般の事情により、変更等が必要な場合には、その理由を記載した上、厚生労働省健康局総務課がん対策推進室及び大臣官房厚生科学課と協議の上、厚生科学審議会科学技術部会の承認後に変更するものとする。
Ⅳ．応募に関する諸条件等

（1） 応募資格者

１）次のア及びイに該当する者
ア．（ア）から（キ）に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者

（ア）厚生労働省の施設等機関

（イ）地方公共団体の附属試験研究機関

（ウ）学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関

（エ）民間の研究所（民間企業の研究部門を含む。）

（オ）研究を主な事業目的としている民法第３４条の規定に基づき設立された公益法人等

（6） 研究を主な事業目的としている独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条の規定に基づき設立された独立行政法人及び特定独立行政法人

（7） その他厚生労働大臣が適当と認めるもの

イ．外国出張その他の理由により長期にわたってその責務を果たせなくなること、又は定年等により退職し研究機関を離れること等の見込みがない者。

２）研究を主な事業目的としている民法第３４条の規定に基づき設立された公益法人

（2） 研究組織等について
ア．研究組織

（ア）研究リーダー

公益法人が応募する場合にあっては、研究リーダーとして当該法人所属の研究者を研究リーダーとして位置づけること。

（2） 研究グループ
研究班員は別途公募を行うが、研究リーダーは、当該研究へ応募するに当たって計画している研究者、研究施設の構成等を申請書に明記すること。
イ．所属機関の長の承諾

研究リーダーは、当該研究を応募することについて予め所属機関の長の承認を得ること。なお、当該研究の実施に係る所属機関の長の承諾書の提出は補助金を申請する時に提出すること。

（３）国庫の補助

国庫の補助は、年度ごとの予算の範囲内で別に定めるところにより行う。

（４）提出期間

平成１８年１１月２２日（水）～１２月１３日（水）

（受付は、９：３０～１２：００及び１３：００～１７：００とし、土・日・祝日の受付は行わない。）
申請書類は、簡易書留等、配達されたことが証明できる方法とし、封書宛名左下に赤字で「研究事業名」及び「公募課題番号」を記入すること。なお、１２月１３日（水）までの消印も有効とするが、提出期間内にできるだけ到着するよう余裕をもって投函すること。

（５）提出先

財団法人日本対がん協会　がん対策のための戦略研究推進室
〒１０４－００６１　東京都中央区銀座６－６－７朝日ビル４階
電話:03-3571-5203 FAX:03-3571-5255 Email:senryaku2006@jcancer.jp
（６）提出部数

研究計画書２０部（研究計画書（正）１部、（正）の写し１９部）

（研究計画書は、両面印刷し左上をホチキスで止めること。）

（７）その他

ア．政府研究開発データベース入力のための情報

本補助金により行う研究については、府省横断的なデータベースである政府研究開発データベース（内閣府総合科学技術会議事務局）への入力対象となる。以下の情報については、研究計画書中の「１３．政府研究開発データベース」に確実に記入すること。

（ア）研究者ＩＤ

研究リーダーのうち、大学関係又は国・特殊法人等の研究機関に所属する研究者は、それぞれ所属機関等により付与された研究者ＩＤを記入すること。文部科学省の科学研究費ＩＤ（８桁）をもっている大学等の研究者は、２０という２桁の数字を頭に付けた１０桁の数字が研究者ＩＤとなる。国立研究機関等の研究者は、ＩＤを所属機関に確認すること。
（イ）エフォート

研究リーダーは、研究者が当該研究の実施に必要とする時間の配分率（％）いわゆるエフォートについて、研究者の年間の全仕事時間（正規の勤務時間に限らない）を１００％として小数点以下を四捨五入し整数で記入すること。
また、このエフォートについては、各研究者が当該研究について何％ずつ分担するのかを問うものではないので、誤解のないようお願いする。

イ．研究課題採択後において、厚生労働省が指示する厚生労働科学研究費補助金の交付申請書や研究報告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取り消しを行うこともあるので十分留意すること。

Ⅳ．研究者及び研究施設の評価

研究者の評価は、提出された申請書に基づき第３次対がん総合戦略研究事業（がん対策のための戦略研究）戦略研究リーダー選考分科会において、「専門的・学術的観点」と「行政的観点」の両面からの総合的な評価（研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項についても評定事項に加える。）を経たのち、研究リーダーが決定される。なお、必要に応じ申請者に対して構想、研究体制及び展望等についてのヒアリングや施設の訪問調査を実施し、評価を行う。研究課題決定後は、速やかに申請者へ文書で通知する。
また、採択された課題等については、印刷物のほか協会ホームページ等により公表する。

（１）専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項

・アウトカム達成の実現性・効率性
・研究の特色・独創性
・研究者の資質、研究グループ及び施設の能力
研究業績や研究者・研究施設の構成等の観点から、戦略研究を現実的に遂行可能な研究者であるか

（２）行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項

・行政課題との関連性

· 行政的重要性
· 行政的緊急性
厚生労働行政の観点から、研究課題の意義を理解し、成果目標を遂行可能な研究者であるか
研究継続の可否等を審査する「中間評価」（※）、研究終了後の研究成果を審査する「事後評価」は、研究評価委員会において行われる。

※中間評価により中途で終了することがある。

別表：研究課題、想定成果目標及び研究方法

がん対策のための戦略研究

	
	課題１
	課題２

	研究課題名
	乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するためのランダム化比較試験
	緩和ケアプログラムによる地域介入研究

	想定成果目標
	受診者における乳がん死亡率３割減
	診断治療と同時に始まる緩和ケア利用率の倍増

がん死亡者における在宅死亡割合の倍増

	研究方法
〔対象(属性、数、抽出・登録・割付等)、介入方法、精度管理、収集データ(項目、時期、頻度)分析方法、その他〕
	40歳代の女性約６万名を対象。乳がん検診を実施する市町村を単位として、マンモグラフィ検診受診群（隔年）と超音波検査（毎年）＋マンモグラフィ検診（隔年）群とのいずれかに無作為に割付け、４年間の介入を行う。
研究リーダーは、1年目にマニュアルを作成し、超音波検査を用いた乳がん検診の方法を標準化する。乳がん罹患率・同死亡率・その他疾患の死亡率を調査し、超音波検査を用いた乳がん検診の有効性を評価する。同時に以下の調査を行う。
1 感度・特異度を両検査の間で比較し、超音波検査を用いた乳がん検診の精度を評価する。
2 乳がんリスク別（家族歴・既往歴などの危険因子別、乳房の密度レベル別）に、要精検受診率・乳がん発見率・発見がんの進行度分布・感度・特異度などを比較して、リスクに応じた最適な検診方法を明らかにする。
	がん患者約5000名を対象。２次医療圏を構成する地区を単位として、緩和ケアプログラム群と通常がん治療群とのいずれかに無作為に割付け。
緩和ケアプログラム群では、地域がん診療拠点病院が緩和ケアネットワークを構築し、地域緩和ケアコンサルテーションチームを組織、当該医療圏の医療施設（急性期病院、一般診療所、在宅療養支援診療所など）を対象に、あらゆる段階（診断・手術・化学療法・放射線療法など）のがん患者に対する緩和ケアの方法に関する教育研修プログラム、在宅緩和ケアプログラムを提供するとともに、ITシステム等も活用して個々の臨床事例に関するコンサルテーションを実施する。
研究リーダーは、教育プログラム、在宅緩和ケアプログラムと個々の臨床事例に関するコンサルテーションのプログラム、緩和ケア達成目標を作成し、これを標準化する。研究リーダーはこれを地域がん診療拠点病院を中心としたネットワークに提供し、教育・研修を実施する。
緩和ケアを受けたがん患者の割合、がん死亡者における在宅死亡割数を評価項目として両群間で比較することにより、緩和ケアプログラムによる地域介入の有効性を検証する。

	その他
必要事項
	４年の介入期間の後に、さらに追跡期間（最低４年間）を要する。研究対象者の乳がん検診受診率を70%以上まで高めるための方策、地域がん登録と研究データのリンケージ。
	緩和ケアの方法に関する教育プログラム及びITシステムの作成、当該医療圏の医療施設の連携、対象地域のマッチング。


